
遊漁船業者登録票 

氏名又は名称 伊藤和一郎 

登録番号 千葉 第５０１０００７号 

登録の有効期限 
令和 5年 9月１９日～令和 10 年 9月

19 日 

営業所の所在地 〒289-2705 千葉県旭市飯岡 3523-1 

遊漁船の名称 
第八優光丸 (定員２８名) 

第十七優光丸(定員２４名) 

遊漁船業務主任者の氏名 伊藤和一郎、小沼浩明 

損害賠償措置の保険期間 

第八優光丸 2024 年 12 月 13 日～

2025 年 12 月 13 日 

第十七優光丸 2025 年 1月 24 日～

2025 年 12 月 12 日 

利用者 1人当たりの填補

限度額 

第八優光丸  5000 万円 

第十七優光丸 5000 万円 

 














